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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械室が形成される筐体と、
　前記機械室に設けられる電気品箱と、
　前記電気品箱の内部に収納されている電気部品に接続される接続線が取り付けられる端
子台が設けられる電源板と、を備え、
　前記電源板は、リブを有し、
　前記電気品箱は、電気品箱側スライド面、第１ストッパー、第２ストッパー、及び固定
片を有し、
　前記電源板には、第１電源板側係合部材が設けられ、
　前記電気品箱には、前記第１電源板側係合部材と係合する電気品箱側係合部材が設けら
れ、
　前記第１電源板側係合部材と前記電気品箱側係合部材とが係合し、
　前記第２ストッパーは、前記第１ストッパーよりも前記筐体の背面方向に位置し、
　前記電気品箱側スライド面は、前記固定片よりも前記筐体の下方向に位置し、
　前記第１電源板側係合部材と前記電気品箱側係合部材とが係合した状態で、前記電源板
が前記電気品箱側スライド面上をスライドして前記筐体の背面方向に基準移動量だけ移動
し、前記リブが前記第１ストッパーを乗り越えると、
　前記電源板の前記筐体の正面方向の移動が前記第１ストッパーによって規制され、
　前記電源板の前記筐体の背面方向の移動が前記第２ストッパーによって規制され、
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　前記電源板の前記筐体の上方向の移動が前記固定片によって規制され、
　前記電源板の前記筐体の下方向の移動が前記電気品箱側係合部材によって規制され、
　前記電源板が前記筐体に取り付けられることで、前記電源板が前記筐体を平面視して前
記筐体の外周よりも内側に且つ前記電気品箱の下方に位置する
　ことを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項２】
　前記第１電源板側係合部材は、前記電源板に形成された係合部であり、
　前記電気品箱側係合部材は、前記係合部と係合するフック部であり、
　前記係合部と前記フック部とが係合する
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機の室外機。
【請求項３】
　前記機械室を覆う側面板を備え、
　前記電源板は、第２電源板側係合材を有し、
　前記側面板は、前記第２電源板側係合材と係合する側面板側係合部を有し、
　前記第２電源板側係合材と前記側面板側係合部とが係合して前記電源板が前記筐体に取
り付けられる
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の空気調和機の室外機。
【請求項４】
　前記筐体を平面視して前記筐体の外周よりも内側で且つ前記電気品箱の下方には空隙が
形成されており、
　前記電源板が前記空隙に位置する
　ことを特徴とする請求項１～請求項３の何れか一項に記載の空気調和機の室外機。
【請求項５】
　機械室が形成される筐体と、
　前記機械室に設けられる電気品箱と、
　前記電気品箱の内部に収納されている電気部品に接続される接続線が取り付けられる端
子台が設けられる電源板と、を備え、
　前記電源板には、第１電源板側係合部材が設けられ、
　前記電気品箱には、前記第１電源板側係合部材と係合する電気品箱側係合部材が設けら
れ、
　前記第１電源板側係合部材と前記電気品箱側係合部材とが係合して仮固定され、前記第
１電源板側係合部材と前記電気品箱側係合部材との係合が解除され、前記電源板が前記筐
体に取り付けられて本固定されることで、前記電源板が前記筐体を平面視して前記筐体の
外周よりも内側に且つ前記電気品箱の下方に位置する
　ことを特徴とする空気調和機の室外機の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室外機及び空気調和機の室外機の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電源板と電気品箱との電気的な接続作業や、内外接続線の配線を行うことを考慮
して、電源板を傾斜した状態で電気品箱にネジ固定した空気調和機の室外機があった（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４５０８２号公報（［００１６］、図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、特許文献１の空気調和機の室外機においては、電源板が傾斜した状態で
電気品箱にネジ固定され、電源板及び電気品箱が室外機に取り付けられるため、作業性を
考慮したものとなっているものの、電気品箱と、室外機を構成する側面板との間に、電源
板の傾斜構造分だけ無駄な空間が形成されてしまう。このため、室外機が大型化してしま
うという課題があった。
【０００５】
　本発明は、上述したような課題を背景としてなされたものであり、作業性を損なわない
で従来よりも小型化した空気調和機の室外機及び空気調和機の室外機の製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の空気調和機の室外機は、機械室が形成される筐体と、前記機械室に設けられる
電気品箱と、前記電気品箱の内部に収納されている電気部品に接続される接続線が取り付
けられる端子台が設けられる電源板と、を備え、前記電源板は、リブを有し、前記電気品
箱は、電気品箱側スライド面、第１ストッパー、第２ストッパー、及び固定片を有し、前
記電源板には、第１電源板側係合部材が設けられ、前記電気品箱には、前記第１電源板側
係合部材と係合する電気品箱側係合部材が設けられ、前記第１電源板側係合部材と前記電
気品箱側係合部材とが係合し、前記第２ストッパーは、前記第１ストッパーよりも前記筐
体の背面方向に位置し、前記電気品箱側スライド面は、前記固定片よりも前記筐体の下方
向に位置し、前記第１電源板側係合部材と前記電気品箱側係合部材とが係合した状態で、
前記電源板が前記電気品箱側スライド面上をスライドして前記筐体の背面方向に基準移動
量だけ移動し、前記リブが前記第１ストッパーを乗り越えると、前記電源板の前記筐体の
正面方向の移動が前記第１ストッパーによって規制され、前記電源板の前記筐体の背面方
向の移動が前記第２ストッパーによって規制され、前記電源板の前記筐体の上方向の移動
が前記固定片によって規制され、前記電源板の前記筐体の下方向の移動が前記電気品箱側
係合部材によって規制され、前記電源板が前記筐体に取り付けられることで、前記電源板
が前記筐体を平面視して前記筐体の外周よりも内側に且つ前記電気品箱の下方に位置する
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、電源板の第１電源板側係合部材と電気品箱の電気品箱側係合部材とが
係合することで、電源板が電気品箱に取り付けられる第１状態となり、電気品箱が機械室
に設けられ且つ電源板が筐体に取り付けられることで、電源板が筐体を平面視して筐体の
外周よりも内側に位置し且つ電源板が電気品箱の下方に位置する第２状態となる。
　このため、第１電源板側係合部材と電気品箱側係合部材との係合状態を解除した後、電
源板が筐体を平面視して筐体の外周よりも内側に位置し且つ電源板が電気品箱の下方に位
置するように室外機を構成できる。したがって、作業性を損なわないで従来よりも小型化
した空気調和機の室外機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態の室外機１００を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態の室外機１００を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態の室外機１００の電気品箱の右部拡大図である。
【図４】本発明の実施の形態の室外機１００の端子台１８が組み付けられた電源板１７の
斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態の室外機１００の内部構造を示す正面図であり、電源板１７
が電気品箱１６に仮固定された状態を示す正面図である。
【図６】本発明の実施の形態の室外機１００の電気品箱１６に電源板１７が仮固定された
状態の斜視図である。
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【図７】図６の側面図である。
【図８】図７のＹの部分拡大図である。
【図９】本発明の実施の形態の室外機１００の側面板２を、図２のＸ方向から見た状態を
示す拡大図である。
【図１０】本発明の実施の形態の室外機１００の電源板１７を電気品箱１６から取り外し
、側面板２に固定した状態の正面図である。
【図１１】本発明の実施の形態の室外機１００の電源板１７を側面板２に本固定した状態
を示す正面図である。
【図１２】本発明の実施の形態の室外機１００の電源板１７が側面板２に取り付けられた
状態で側面板２を見た側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態に係る空気調和機の室外機１００及び室外機１００の電気品
箱１６の例について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に示す実施の形態によっ
て本発明が限定されるものではない。また、以下の説明において、理解を容易にするため
に位置を表す用語（例えば「上」、「下」など）を適宜用いるが、これは説明のためのも
のであって、これらの用語は本発明を限定するものではない。
【００１０】
　図１は本発明の実施の形態の室外機１００を示す斜視図である。図２は本発明の実施の
形態の室外機１００を示す分解斜視図である。
　図１に示されるように、室外機１００の外郭は前面板１、側面板２、天面板３、及び保
護カバー４で覆われ、筐体１００ａが構成される。図２に示されるように、筐体１００ａ
の内部には、セパレーター７によって区画されて送風機室５及び機械室６が形成される。
また、室外機１００の内部の各部品は、脚部８を有する底面の底板９の上に保持されてい
る。
【００１１】
　送風機室５には、熱交換器１０、プロペラファン１１、モーター１２、及びモーター取
付台１３が設けられている。モーター取付台１３は、プロペラファン１１を取り付けたモ
ーター１２を保持する部材であり、熱交換器１０の前方に設けられている。プロペラファ
ン１１が動作することで、空気は、熱交換器１０を通過して室外機１００の内部に導入さ
れ、プロペラファン１１を通過し、室外機１００の前方に排出される。これにより、例え
ば冷房運転中においては、熱交換器１０内の冷媒が空気によって冷却され、熱交換器１０
を通過した空気は冷媒と熱交換することで加熱される。
【００１２】
　機械室６には、圧縮機１４、冷媒配管１５、電気品箱１６、電源板１７、及び端子台１
８が設けられている。圧縮機１４は、室内機（図示省略）から送られた冷媒を圧縮する。
圧縮機１４で圧縮された冷媒は、冷媒配管１５を通って熱交換器１０に送られる。圧縮機
１４及び冷媒配管１５の上方には電気品箱１６が設けられる。
【００１３】
　電気品箱１６は、各種電気部品を収納して各部品への電力供給等を行うためのものであ
り、例えば樹脂で構成される。電気品箱１６の面のうちで側面板２の内面と対向する面に
は電源板１７が設けられる。電源板１７は、端子台１８を取り付けるための部材であり、
例えば樹脂で構成される。端子台１８は、室外機１００と室内機とを接続する内外接続線
を接続するための部材である。端子台１８には、電気品箱１６の電気部品に接続される接
続線が取り付けられる。端子台１８は、例えばネジ（図示省略）を用いて電源板１７に固
定される。
【００１４】
　図３は、本発明の実施の形態の室外機１００の電気品箱１６の右部拡大図である。
　図３に示されるように、電気品箱１６は、フック部１６ａ、電気品箱側スライド面１６
ｂ、第１ストッパー１６ｃ、第２ストッパー１６ｄ、及び固定片１６ｅを備えている。以
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下、電気品箱１６を構成する各部材について説明する。なお、室外機１００の正面方向は
正面方向Ａとして矢印で示し、室外機１００の背面方向は背面方向Ｂとして矢印で示して
いる。また、以下の説明において、電源板１７を電気品箱１６に仮固定した状態とは、電
源板１７が電気品箱１６に取り付けられた状態で、電源板１７の上下方向及び前後方向の
移動が規制されている状態を指す。
【００１５】
　フック部１６ａは、電源板１７を電気品箱１６に仮固定するための部位であり、例えば
電気品箱１６の右側面から外方に延びて先端が上方に突出したＬ字形状のものである。フ
ック部１６ａは、電源板１７が電気品箱１６に仮固定された状態で、電源板１７の下方へ
の移動を規制する部材である。電気品箱側スライド面１６ｂは、例えば電気品箱１６の右
側面側において前後方向に延びる水平面である。
【００１６】
　第１ストッパー１６ｃは、電源板１７が電気品箱１６に仮固定されたとき、電源板１７
が正面方向Ａへ移動することを規制する部位であり、例えば電気品箱１６の右側面から下
方に突出している。第１ストッパー１６ｃは、フック部１６ａよりも背面側に位置してい
る。第１ストッパー１６ｃは、電気品箱側スライド面１６ｂよりも上方に位置している。
【００１７】
　第２ストッパー１６ｄは、電源板１７が電気品箱１６に仮固定されたとき、電源板１７
が背面方向Ｂへ移動することを規制する部位であり、例えば電気品箱側スライド面１６ｂ
を基端として上方に起立するように設けられている。第２ストッパー１６ｄは、第１スト
ッパー１６ｃよりも背面側に位置している。
【００１８】
　固定片１６ｅは、電源板１７が電気品箱１６に仮固定されたとき、電源板１７がモーメ
ント方向Ｃ（上方向）（図６）へ移動することを規制する部位である。固定片１６ｅは、
例えば電気品箱側スライド面１６ｂよりも上方に、電気品箱側スライド面１６ｂと平行に
設けられている。
【００１９】
　図４は本発明の実施の形態の室外機１００の端子台１８が組み付けられた電源板１７の
斜視図である。図５は本発明の実施の形態の室外機１００の内部構造を示す正面図であり
、電源板１７が電気品箱１６に仮固定された状態を示す正面図である。
【００２０】
　図４に示されるように、電源板１７は、端子台１８を固定するための部材であり、係合
部１７ａ、電源板側スライド面１７ｂ、リブ１７ｃ、及び爪１７ｄを備える。以下、電源
板１７を構成する各部材について説明する。
【００２１】
　係合部１７ａは、フック部１６ａと係合する部位である。電源板側スライド面１７ｂは
、電源板１７を電気品箱１６に仮固定するときに、電気品箱側スライド面１６ｂと接触す
る面であり、例えば、電源板１７の最も上方に形成されている。電源板側スライド面１７
ｂは、係合部１７ａよりも上方に位置している。
【００２２】
　リブ１７ｃは、電源板１７が電気品箱１６に仮固定された状態で、電源板１７の正面方
向Ａへの移動を規制する部位であり、電源板側スライド面１７ｂ上に形成されている。爪
１７ｄの詳細については後述する。
【００２３】
　電源板１７には、電源板開口部１７Ａが形成されている。電源板開口部１７Ａは、例え
ば矩形状の開口部であり、電気品箱１６のフック部１６ａが挿入される。電源板１７が電
気品箱１６に仮固定され、電気品箱１６及び電源板１７が室外機１００として組み込まれ
ると、図５に示されるような状態となる。
【００２４】
　なお、上記説明では、第１ストッパー１６ｃが下方に突出し、リブ１７ｃが上方に突出
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するものとして説明したが、これに限定されない。第１ストッパー１６ｃが上方に突出し
、リブ１７ｃが下方に突出するように構成して、第１ストッパー１６ｃが電源板１７の前
後方向の移動を規制してもよい。
【００２５】
　図６は本発明の実施の形態の室外機１００の電気品箱１６に電源板１７が仮固定された
状態の斜視図である。図７は図６の側面図である。図８は図７のＹの部分拡大図である。
【００２６】
　以下に、電源板１７を電気品箱１６に仮固定する手順について説明する。
　まず、電源板側スライド面１７ｂの反対側の面と電気品箱側スライド面１６ｂ（図３）
とを当接させるように電源板１７を配置する。次に、リブ１７ｃが第１ストッパー１６ｃ
よりも室外機１００の背面側に位置するように、電源板１７を所定量（基準移動量）だけ
移動させる。このようにして、電源板１７と電気品箱１６との位置関係は、図６～図８に
示されるようになる。
【００２７】
　そうすると、リブ１７ｃよりも背面側に第２ストッパー１６ｄが位置する。このため、
自重が背面方向Ｂにかかっても、第２ストッパー１６ｄが、電源板１７の背面方向Ｂへの
移動を規制することができる。
【００２８】
　また、電源板側スライド面１７ｂが電気品箱側スライド面１６ｂと固定片１６ｅとの間
に位置している。このため、電源板１７に対しモーメント方向Ｃにモーメントが加わって
も、固定片１６ｅが、電源板１７の上方向への移動を規制することができる。
【００２９】
　また、リブ１７ｃが第１ストッパー１６ｃよりも室外機１００の背面側に位置している
。このため、自重が正面方向Ａにかかっても、第１ストッパー１６ｃが、電源板１７の正
面方向Ａへの移動を規制することができる。このようにして、電源板１７が電気品箱１６
に仮固定される。
【００３０】
　なお、例えば電源板１７が電気品箱１６に仮固定された状態で作業者に搬送されるよう
な場合には、電源板１７に自重以上の力を正面方向Ａに向かって加えることで、リブ１７
ｃが第１ストッパー１６ｃを乗り越え、仮固定の状態は解除される。そしてこの状態で、
フック部１６ａと係合部１７ａとの係合状態を解除することで、電気品箱１６から電源板
１７を取り外すことができる。
【００３１】
　なお、電源板１７を移動させる向きは、室外機１００の背面側であることに限定されず
、室外機１００の前面側であってもよい。この場合には、電源板１７を前面側に移動させ
ることで電源板１７が電気品箱１６に仮固定されるように、電気品箱１６及び電源板１７
が設計されることとなる。
【００３２】
　図９は、本発明の実施の形態の室外機１００の側面板２を、図２のＸ方向から見た状態
を示す拡大図である。図１０は、本発明の実施の形態の室外機１００の電源板１７を電気
品箱１６から取り外し、側面板２に固定した状態の正面図である。図１１は、本発明の実
施の形態の室外機１００の電源板１７を側面板２に本固定した状態を示す正面図である。
図１２は、本発明の実施の形態の室外機１００の電源板１７が側面板２に取り付けられた
状態で側面板２を見た側面図である。
【００３３】
　図９に示されるように、側面板２には、爪１７ｄが差し込まれる側面板開口部２ａが形
成されている。また、側面板開口部２ａの下方には、電源板１７を側面板２にネジで本固
定するためのネジ穴５０が形成されている。図１０に示されるように、電源板１７の背面
側には、リード線を固定するためのフック部１７ｅが設けられている。このため、フック
部１７ｅにリード線を引っ掛けて作業を行うことができる。したがって、リード線の配線
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作業の効率化を図ることができる。なお、電源板１７は側面板２に取り付けられることに
限定されるものではなく、電源板１７は筐体１００ａに取り付けられていればよい。
【００３４】
　電源板１７に設けられる爪１７ｄを側面板開口部２ａへ差し込むことで、図１０に示さ
れるように、電源板１７が側面板２に対して傾斜した状態となる。このように、電源板１
７を側面板２に対して傾斜した構造とすることで、端子台１８に内外接続線（図示省略）
を接続する際の作業性を良くすることができる。
【００３５】
　図１０に示されるように、爪１７ｄを側面板開口部２ａへ差し込んだ状態で、電源板１
７を側面板２へネジ固定（本固定）を行い、側面板２を室外機１００に取り付ける。する
と、図１１，図１２に示されるように、電源板１７は、電気品箱１６の鉛直下方に形成さ
れている空隙に位置するように、室外機１００の内部に収納される。電源板１７は、筐体
１００ａを平面視して筐体１００ａの外周よりも内側で且つ電気品箱１６の下方に位置す
る。
【００３６】
　このように、爪１７ｄを側面板開口部２ａへ差し込んだ状態で、本固定することができ
るため、取付作業性が良く、生産性の高い空気調和機の室外機１００を得ることができる
。また、機械室６を覆うように側面板２が取り付けられた状態で、電源板１７は電気品箱
１６の鉛直下方に位置するため、図５の状態で、電源板１７を傾斜させた場合のように、
室外機１００の左右方向の幅が大きくなることもなく、室外機１００の左右方向の幅が大
きくならないように、電気品箱１６を小さくする必要もない。すなわち、従来無駄な空間
となっていた側面板２と電気品箱１６との間の電源板１７の傾斜構造分の空間を無くすこ
とができる。
【００３７】
　したがって、電気品箱１６を左右方向に大型化した場合でも、室外機１００を大型化す
る必要がなくなり、従来の電源板１７の傾斜構造分の空間だけ、室外機１００を小型化す
ることができる。このようにして、室外機１００を電源板１７の傾斜幅だけ小型化するこ
とができ、電気品箱１６が大型化しても、従来通りの室外機１００の大きさを維持するこ
とができる。
【００３８】
　以上のように、本実施の形態に係る空気調和機の室外機１００は、電源板１７には、電
源板開口部１７Ａが設けられ、電気品箱１６には、係合部１７ａと係合するフック部１６
ａが設けられ、係合部１７ａとフック部１６ａとが係合することで、電源板１７が電気品
箱１６に取り付けられる仮固定状態となり、電気品箱１６が機械室６に設けられ且つ電源
板１７が筐体１００ａに取り付けられることで、電源板１７が筐体１００ａを平面視して
筐体１００ａの外周よりも内側に位置し且つ電源板１７が電気品箱１６の下方に位置する
本固定状態となる。このため、係合部１７ａとフック部１６ａとの係合状態を解除した後
、電源板１７が筐体１００ａを平面視して筐体１００ａの外周よりも内側に位置し且つ電
源板１７が電気品箱１６の下方に位置するように室外機１００を構成することができる。
したがって、作業性を損なわないで従来よりも小型化した空気調和機の室外機１００を得
ることができる。
【００３９】
　また、係合部１７ａとフック部１６ａとを係合させることで、作業者が手を離しても外
れない仮固定が可能となる。このため、電源板１７を側面板２に取り付けるときまで仮固
定の状態で、その他の配線作業等を行うことができ、側面板２への固定時には電気品箱１
６から電源板１７を取り外し、爪１７ｄを側面板開口部２ａに差し込むことで電源板１７
を側面板２へ取り付けることができる。したがって、従来の室外機のように電源板１７を
電気品箱１６にネジ固定する必要がなくなる。
【００４０】
　なお、電源板１７は、上述したような樹脂でなく、例えば難燃性の部材（例えば板金）
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で構成してもよく、このように構成すれば、発火して室外機１００内部に火が侵入しても
、延焼を抑制することができる。
【００４１】
　なお、係合部１７ａが、本発明の「第１電源板側係合部材」に相当する。
　また、フック部１６ａが、本発明の「電気品箱側係合部材」に相当する。
　また、爪１７ｄが、本発明の「第２電源板側係合材」に相当する。
　また、側面板開口部２ａが、本発明の「側面板側係合部」に相当する。
　また、上述した仮固定の状態が、本発明の「第１状態」に相当する。
　また、上述した本固定の状態が、本発明の「第２状態」に相当する。
【符号の説明】
【００４２】
　１　前面板、２　側面板、２ａ　側面板開口部、３　天面板、４　保護カバー、５　送
風機室、６　機械室、７　セパレーター、８　脚部、９　底板、１０　熱交換器、１１　
プロペラファン、１２　モーター、１３　モーター取付台、１４　圧縮機、１５　冷媒配
管、１６　電気品箱、１６ａ　フック部、１６ｂ　電気品箱側スライド面、１６ｃ　第１
ストッパー、１６ｄ　第２ストッパー、１６ｅ　固定片、１７　電源板、１７Ａ　電源板
開口部、１７ａ　係合部、１７ｂ　電源板側スライド面、１７ｃ　リブ、１７ｄ　爪、１
７ｅ　フック部、１８　端子台、５０　ネジ穴、１００　室外機、１００ａ　筐体、Ａ　
正面方向、Ｂ　背面方向、Ｃ　モーメント方向。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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